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「証券取引法等の一部を改正する法律」及び「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律」の施行に伴う株券等に関する業務規程施行規則の一部改正について 

 

１．株券等に関する業務規程施行規則（平成14年６月17日通知）          （下線部分変更）      

新 旧 
（保振サイトを利用した情報提供） 

第３条 規程第６条第２項に規定する規則で定める

ものは、株式会社東京証券取引所が運用する電子情

報処理組織のうち東証ＷＡＮと称するものであっ

て、参加者及び参加者口座簿に記載された質権者が

保振サイトと称する記録に電磁的方法によりアク

セスすることによって情報の提供を受ける方法を

いう。 

 

（保振サイトを利用した情報提供） 

第３条 規程第６条第２項に規定する規則で定める

ものは、東京証券取引所が運用する電子情報処理組

織のうち東証ＷＡＮと称するものであって、参加者

及び参加者口座簿に記載された質権者が保振サイ

トと称する記録に電磁的方法によりアクセスする

ことによって情報の提供を受ける方法をいう。 

（会社からの決議等の通知） 

第６条 株券の発行者は、次に掲げる事項その他の当

該株券に関する権利等に係る重要な事項について

決議若しくは決定を行った場合又は規程第１２条

第３項各号に該当した場合は、その内容を機構に対

して通知（第４号から第８号まで及び第２４号に掲

げる事項（第８号については、株式の併合又は株式

無償割当てに係る事項に限る。）にあっては、株券

提出案内及び自己株式等預託通知書を含む。）する

ものとする。その株券について金融商品取引所への

上場の廃止（以下この条及び次条において「上場廃

止」という。）の原因となる事実が発生した場合も

同様とする。 

（１）～（２５） （略） 

２～６ （略） 

７ 受益証券の発行者は、次に掲げる事項その他の

当該受益証券に関する権利等に係る重要な事項に

ついて決議又は決定を行った場合は、その内容を

機構に対して通知するものとする。その受益証券

について上場廃止の原因となる事実が発生した場

合も同様とする。 

（１）～（５） （略） 

（６） 発行者が金融商品取引法その他発行者を規

制する法律及び法律に基づく命令による処分

（受益証券に関して行われたものに限る。）の

通知を受けたこと。 

８ （略） 

 

（会社からの決議等の通知） 

第６条 株券の発行者は、次に掲げる事項その他の当

該株券に関する権利等に係る重要な事項について

決議若しくは決定を行った場合又は規程第１２条

第３項各号に該当した場合は、その内容を機構に対

して通知（第４号から第８号まで及び第２４号に掲

げる事項（第８号については、株式の併合又は株式

無償割当てに係る事項に限る。）にあっては、株券

提出案内及び自己株式等預託通知書を含む。）する

ものとする。その株券について証券取引所への上場

の廃止（以下この条及び次条において「上場廃止」

という。）の原因となる事実が発生した場合も同様

とする。 

（１）～（２５） （略） 

２～６ （略） 

７ 受益証券の発行者は、次に掲げる事項その他の

当該受益証券に関する権利等に係る重要な事項に

ついて決議又は決定を行った場合は、その内容を

機構に対して通知するものとする。その受益証券

について上場廃止の原因となる事実が発生した場

合も同様とする。 

（１）～（５） （略） 

（６） 発行者が投資信託及び投資法人に関する法

律その他発行者を規制する法律及び法律に基

づく命令による処分（受益証券に関して行われ

たものに限る。）の通知を受けたこと。 

８ （略） 

 
（取扱株券等の廃止等の取扱い） 

第７条 規程第１２条第１項から第３項までの規定

により有価証券を機構の行う保管振替業において

（取扱株券等の廃止等の取扱い） 

第７条 規程第１２条第１項から第３項までの規定

により有価証券を機構の行う保管振替業において
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取り扱わないものとした場合は、機構は、次の各号

に掲げる区分に従い、当該各号に定める日に当該株

券等の取扱いを廃止するものとする。 

（１） 取扱株券等が上場廃止となる場合 

金融商品取引法第２条第１７項に規定する取

引所金融商品市場（以下「取引所金融商品市場」

という。）における取扱株券等の売買（以下「取

引所取引」という。）に係る最終売買決済日の翌

日以降の日であって、機構があらかじめ参加者に

通知した日 

（２） （略） 

２・３ （略） 

 

取り扱わないものとした場合は、機構は、次の各号

に掲げる区分に従い、当該各号に定める日に当該株

券等の取扱いを廃止するものとする。 

（１） 取扱株券等が上場廃止となる場合 

証券取引法第２条第１７項に規定する取引所

有価証券市場（以下「取引所有価証券市場」とい

う。）における取扱株券等の売買（以下「取引所

取引」という。）に係る最終売買決済日の翌日以

降の日であって、機構があらかじめ参加者に通知

した日 

（２） （略） 

２・３ （略） 

（届出事項） 

第１０条 規程第１９条に規定する規則で定める参

加者の届出事項は、次に掲げる事項とする。 

（１）～（７） （略） 

（８） 指定金融商品取引清算機関の清算参加者に

係る資格を取得し、又は喪失しようとする場合

は、その旨 

（９）～（１４） （略） 

２～４ （略） 

（届出事項） 

第１０条 規程第１９条に規定する規則で定める参

加者の届出事項は、次に掲げる事項とする。 

（１）～（７） （略） 

（８） 指定証券取引清算機関の清算参加者に係る

資格を取得し、又は喪失しようとする場合は、

その旨 

（９）～（１４） （略） 

２～４ （略） 

 
（届出事務所を通じて行う業務） 

第１１条 参加者は、次に掲げる機構との間の保管振

替業に係る業務を前条第１項第１号に規定する届

出事務所を通じて行わなければならない。 

（１）・（２） （略） 

（３） 第６０条の規定により交付する株券（取引

所取引の決済に係る株券のうち、当該取引所金

融商品市場を開設する金融商品取引所の所在

地の事務所から交付するものを除く。）の受領

（４）～（１０） 

（届出事務所を通じて行う業務） 

第１１条 参加者は、次に掲げる機構との間の保管

振替業に係る業務を前条第１項第１号に規定する

届出事務所を通じて行わなければならない。 

（１）・（２） （略） 

（３） 第６０条の規定により交付する株券（取引

所取引の決済に係る株券のうち、当該取引所有

価証券市場を開設する証券取引所の所在地の

事務所から交付するものを除く。）の受領 

（４）～（１０） （略） 

 
（条件付の預託） 

第２４条 （略） 

２ 前項の規定は、商号が変更となった株券であっ

て、金融商品取引所が定めるところにより流通に

不適格なものとされた株券について準用する。 

 

（条件付の預託） 

第２４条 （略） 

２ 前項の規定は、商号が変更となった株券であっ

て、証券取引所が定めるところにより流通に不適

格なものとされた株券について準用する。 

 
（指定金融商品取引清算機関） 

第４７条の２ （略） 

 

（指定証券取引清算機関） 

第４７条の２ （略） 

 
（単元未満株式の買取請求の取次ぎ） 

第６２条 （略） 

（単元未満株式の買取請求の取次ぎ） 

第６２条 （略） 
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２・３ （略） 

４ （略） 

（１） （略） 

（２） 株券の併合又は分割等のため、株券提出期

間が設けられた場合 

株式の併合又は分割等に伴い、金融商品取引

所が売買を停止する日の２営業日前の日から

株券提出期日までの期間 

５・６ （略） 

 

２・３ （略） 

４ （略） 

（１） （略） 

（２） 株券の併合又は分割等のため、株券提出期

間が設けられた場合 

株式の併合又は分割等に伴い、証券取引所が

売買を停止する日の２営業日前の日から株券

提出期日までの期間 

５・６ （略） 

（預託新株予約権付社債券の制限） 

第７７条 規程第８９条第１項に規定する参加者が

預託できる新株予約権付社債券は、金融商品取引所

が定める売買単位の券種の新株予約権付社債券と

する。 

２ （略） 

 

（預託新株予約権付社債券の制限） 

第７７条 規程第８９条第１項に規定する参加者が

預託できる新株予約権付社債券は、証券取引所が定

める売買単位の券種の新株予約権付社債券とする。

 

２ （略） 

 
（取得条項付新株予約権付社債の全部取得に伴う預

託新株予約権付社債券等の提出） 

第８３条の２ （略） 

２ 参加者は、取得条項付新株予約権付社債の全部

取得に伴い、参加者自己分の預託新株予約権付社

債券の提出を機構が行う場合又は前項の規定によ

る顧客からの預託新株予約権付社債券の提出を機

構が行う場合には、機構に対し所定の前日交付請

求書（新株予約権の行使申出用）を機構が定める

時間までに提出して、新株予約権付社債券の交付

請求をすると同時に実質株主票（実質株主名簿に

記載され、又は記録されている実質株主に係るも

のを含む。）及び参加者自己分又は顧客ごとの預

託新株予約権付社債の金額等必要な情報を記載し

た書面（以下「取得条項付新株予約権付社債の全

部取得に伴う提出書類」という。）を機構に提出

しなければならない。 

３～４ （略） 

 

（取得条項付新株予約権付社債の全部取得に伴う預

託新株予約権付社債券等の提出） 

第８３条の２ （略） 

２ 参加者は、取得条項付新株予約権付社債の全部

取得に伴い、参加者自己分の預託新株予約権付社

債券の提出を機構に委託する場合又は前項の規定

による顧客からの預託新株予約権付社債券の提出

を機構に委託する場合には、機構に対し所定の前

日交付請求書（新株予約権の行使申出用）を機構

が定める時間までに提出して、新株予約権付社債

券の交付請求をすると同時に実質株主票（実質株

主名簿に記載され、又は記録されている実質株主

に係るものを含む。）及び参加者自己分又は顧客

ごとの預託新株予約権付社債の金額等必要な情報

を記載した書面（以下「取得条項付新株予約権付

社債の全部取得に伴う提出書類」という。）を機

構に提出しなければならない。 

３～４ （略） 

 

（単元未満株式の買取請求の取次ぎ） 

第８８条 （略） 

２ 機構は、次の各号に掲げる場合は、原則として

当該各号に定める期間につき、前条第１項に規定

する単元未満株式の買取請求の取次ぎの受付を停

止する。 

（１） （略） 

（２） 株券の併合又は分割等のため、株券提出期

間が設けられた場合 

（単元未満株式の買取請求の取次ぎ） 

第８８条 （略） 

２ 機構は、次の各号に掲げる場合は、原則として

当該各号に定める期間につき、前条第１項に規定

する単元未満株式の買取請求の取次ぎの受付を停

止する。 

（１） （略） 

（２） 株券の併合又は分割等のため、株券提出期

間が設けられた場合 
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株式の併合又は分割等に伴い、金融商品取引

所が売買を停止する日の２営業日前の日から株

券提出期日の２営業日前の日までの期間 

３ （略） 

 

株式の併合又は分割等に伴い、証券取引所が

売買を停止する日の２営業日前の日から株券

提出期日の２営業日前の日までの期間 

３ （略） 

 

（担保分に係る元利金の額等の報告） 

第９２条 （略） 

（１） 金融商品取引所 

（２） （略） 

（３） 指定金融商品取引清算機関 

２ （略） 

 

（担保分に係る元利金の額等の報告） 

第９２条 （略） 

（１） 証券取引所 

（２） （略） 

（３） 指定証券取引清算機関 

２ （略） 

 
（準用規定） 

第９６条 （略） 

２ 前項に規定するもののほか、前項の規定により

準用する場合の必要な技術的読替えは、次の表の

とおりとする。 

読み替える規

定 

読み替えられ

る字句 

読み替える字

句 

（略） 

第５９条（見出

しを含む。） 

単元未満株式 金融商品取引

所が定める売

買単位の投資

口の数に満た

ない数の投資

口 

（略） （略） 

単元未満株券 金融商品取引

所が定める売

買単位の投資

口の数に満た

ない数の投資

口に係る投資

証券 

第５９条 

（略） （略） 

第６０条第２

項 

１株券（定款で

単元株式数を

定める会社の

株式にあって

は当該単元株

式数を表象す

る株券） 

金融商品取引

所が定める売

買単位の投資

口の数の投資

証券 

（略）  

（準用規定） 

第９６条 （略） 

２ 前項に規定するもののほか、前項の規定により

準用する場合の必要な技術的読替えは、次の表の

とおりとする。 

読み替える規

定 

読み替えられ

る字句 

読み替える字

句 

（略） 

第５９条（見出

しを含む。） 

単元未満株式 証券取引所が

定める売買単

位の投資口の

数に満たない

数の投資口 

 

（略） （略） 

単元未満株券 証券取引所が

定める売買単

位の投資口の

数に満たない

数の投資口に

係る投資証券 

 

第５９条 

（略） （略） 

第６０条第２

項 

１株券（定款で

単元株式数を

定める会社の

株式にあって

は当該単元株

式数を表象す

る株券） 

証券取引所が

定める売買単

位の投資口の

数の投資証券 

（略）  
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（売買単位未満受益証券に係る交付請求手続及び参

加者口座簿の記載） 

第１１１条 参加者は、顧客から金融商品取引所が定

める売買単位の口数に満たない口数に係る受益証

券（以下この条において「売買単位未満受益証券」

という。）の交付を請求された場合は、機構に当該

売買単位未満受益証券の交付の請求をする前に、機

構に対し所定の売買単位未満受益証券交付願を午

前９時から午後３時３０分までの間（正午から午後

１時までの間を除く。）に提出しなければならない。

 

（売買単位未満受益証券に係る交付請求手続及び参

加者口座簿の記載） 

第１１１条 参加者は、顧客から証券取引所が定める

売買単位の口数に満たない口数に係る受益証券（以

下この条において「売買単位未満受益証券」とい

う。）の交付を請求された場合は、機構に当該売買

単位未満受益証券の交付の請求をする前に、機構に

対し所定の売買単位未満受益証券交付願を午前９

時から午後３時３０分までの間（正午から午後１時

までの間を除く。）に提出しなければならない。 

 

 

２．附則 

この改正規定は、証券取引法等の一部を改正する法律（平成 18 年法律第 65 号）の施行の日（平成 19 年 

９月30日）から施行する。 

 

 

以 上 

 
 


